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入 札 説 明 書

木津川流域下水道洛南浄化センター建設工事（水処理施設）に係る工事入札公告に基づ

く入札等について、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

１ 公 告 日 平成30年12月11日

２ 契約担当者 京都府知事 西 脇 隆 俊

３ 担当部局

（１）京都府環境部水環境対策課

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

電話 (075)414-5212 ﾌｧｸｼﾐﾘ番号 (075)414-5470

（２）京都府流域下水道事務所総務室

〒617-0836 長岡京市勝竜寺樋ノ口１

電話 (075)954-1877 ﾌｧｸｼﾐﾘ番号 (075)955-2224

４ 入札に付する事項

（１）工 事 名

木津川流域下水道洛南浄化センター建設工事（水処理施設）

（２）工事番号

流３０木津川社会資本第６００１の５２号の１の１

（３）工事場所

八幡市八幡焼木１地内

（４）工事概要

最初沈殿池 ３水路

生物反応槽 ６池×３水路

最終沈殿池 ３水路

（５）工事期間

工事開始日から平成33年３月25日まで（工事開始期限日：平成31年５月９日）

この工事は「フレックス工期による契約方式の試行」対象工事であるため、落札者

は、この公告に係る契約についての京都府議会の議決を得た日の翌日から工事開始期

限日までの期間で工事開始日を選択することができる。

（６）この工事は、工事施工上の技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に

評価して落札者を決定する総合評価競争入札の試行工事である。

（７）この工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工

事である。

（８）この工事は、府の「予定価格の事後公表の試行に係る事務取扱要領」に基づく予定

価格の事後公表の試行工事である。

（９）この工事は、「低入札価格調査制度」を適用する。

５ 入札に参加する者に必要な資格

特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）であって、次に掲げる要件に

該当するものであること。

（１）共同企業体の要件

ア 構成員の数は３社とし、その内訳は（２）及び（３）の要件を満たす代表者、

（２）及び（４）の要件を満たす構成員１並びに（２）及び（５）の要件を満たす

構成員２であること。

イ 自主結成された共同企業体であること。

ウ 全ての構成員の出資比率が、20パーセント以上であること。

（２）共同企業体の構成員が満たす要件
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ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者で

あること。

イ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てをした者に

あっては、更生計画の認可がなされていない者又は民事再生法（平成11年法律第

225号）に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては、再生計画の認可がな

されていない者でないこと。

ウ 12の（１）の期間の最終日から開札日までの期間において、府の工事等契約に係

る指名停止等の措置要領に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）がなされ

ていない者であること。

エ 一般競争入札参加資格確認申請書（以下「確認申請書」という。）を提出すると

きまでに府税、消費税又は地方消費税を滞納していない者であること。

オ 確認申請書を提出するときまでに府が発注した建設工事に関係する債務の履行を

遅滞していない者であること。

カ 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条の規定による土木工事業に係る特定建

設業の許可を受けている者であること。

キ 確認申請書を提出する時点において、健康保険、厚生年金及び雇用保険の全てに

加入している者（法令の規定により適用を除外されている者を除く。）であること。

（３）共同企業体代表者の要件

ア 建設業法第27条の23第１項の規定による経営事項審査のうち、審査基準日が確認

申請書提出期間の初日以前１年７月以内のものであって、直近のもの（以下「対象

経審」という。）における土木一式工事の総合評定値が1,250点以上の者であるこ

と。

イ 国、地方公共団体、地方公社、地方独立行政法人、日本下水道事業団又は公共工

事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第２条第

１項に規定する政令で定める法人（以下「国、地方公共団体等」という。）が発注

する工事で、平成15年度以降に完工した、処理能力11,000立方メートル以上の鉄筋

コンクリート造の下水道水処理施設築造（補修、修繕及び耐震を除く。）の元請

（元請とは、単体で受注した者又は共同企業体で受注した者で出資比率が１を出資

者数で除した割合の60パーセント以上のものに限る。以下同じ。）としての施工実

績を有する者であること。

ウ 監理技術者又は主任技術者として、土木一式工事に係る監理技術者資格を有する

自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のある技術者を工事現場に専任で配置すること

ができる者であること。

なお、配置する技術者は、鉄筋コンクリート造の下水道水処理施設築造（補修、

修繕及び耐震を除く。）工事の元請の技術者として従事した経験を有すること。

エ 出資比率が、構成員中最大の者であること。

オ この工事の建設発生土については、一般財団法人城陽山砂利採取地整備公社に搬

入すること（指定処分）としており、同公社から受入停止措置を受けている者は、

共同企業体の代表者になることができない。

（４）共同企業体の構成員１の要件

ア 対象経審における土木一式工事の総合評定値が1,050点以上の者であること。

イ 国、地方公共団体等が発注する工事で、平成15年度以降に完工した、下水道施設、

下水道類似施設（地域し尿処理施設、集落排水施設等）、上水道施設、工業用水道

施設の現場打ち鉄筋コンクリート造の水槽構造物（補修、修繕及び耐震を除く。）

工事の元請としての施工実績を有する者であること。

ウ 我が国に主たる営業所を有する者の施工実績にあっては、国、地方公共団体等が

発注した工事で京都府域内におけるものとする。

エ 主任技術者として、土木一式工事に係る監理技術者資格又は主任技術者資格（国

家資格に限る。）を有する自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のある技術者を工事

現場に専任で配置することができる者であること。

（５）共同企業体の構成員２の要件

ア 対象経審における土木一式工事の総合評定値が950点以上の者であること。
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イ 主任技術者として、土木一式工事に係る監理技術者資格又は主任技術者資格（国

家資格に限る。）を有する自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のある技術者を工事

現場に専任で配置することができる者であること。

（６）７で定める総合評価競争入札の実施に当たり必要な事項（以下「総合評価に関する

事項」という。）に係る資料に不備又は不足がなく、かつ、その内容が適正であるこ

と。

（７）共同企業体の協定方式

協定書は、平成17年６月１日付け７指第216号京都府土木建築部長通知に基づく

「特定建設工事共同企業体協定書（甲型）」によること。

６ 入札参加に関する事項

（１）入札に参加することを希望する者は、以下に示す一般競争入札参加資格確認資料

（以下「資格確認資料」という。）及び一般競争入札参加資格確認申請書（別記様式

１）を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

（２）資格確認資料の内容

資格確認資料は、次のとおりとする。ただし、府の平成30年度建設工事競争入札参

加資格を有する者は、クからシまでに掲げる書類の提出を省略することができる。

アの同種工事の施工実績及びイの配置予定技術者の経験として記載した工事に係る

契約書の写し及び当該工事の規模等の設計条件が判明できる最小限の図書等の写しを

提出すること。

また、イの配置予定技術者の資格要件を証明するものの写し、自社と直接的かつ恒

常的な雇用関係にある技術者であることを証明するものの写し及び共同企業体代表者

にあっては配置予定技術者の経験として記載した工事に従事したことが判明する図書

の写しを提出すること。

なお、財団法人日本建設情報総合センターの運営する実績情報システム(CORINS)に

おける「工事カルテ受領書」については、当該実績及び経験を証明する資料としては、

取り扱わない。

ア 同種工事の施工実績調書

５の（３）のイ及び５の（４）のイに掲げる資格があることを判断できる同種工

事の施工実績を少なくともそれぞれ１件、別記様式２に記載すること。

イ 配置予定技術者調書

５の（３）のウに掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格及び

工事の経験並びに５の（４）のエ及び５の（５）のイに掲げる資格があることを

判断できる配置予定技術者の資格を別記様式３に記載すること。この場合におい

て、配置予定技術者として、入札参加資格申請時に配置予定技術者を特定するこ

と。この入札においては、各構成員が複数の候補者を記入することは認めない。

なお、配置予定技術者調書に記載された技術者は、契約工期中、当該工事に専任

できるものとすること。また、配置予定技術者に求める恒常的な雇用関係とは、

入札参加資格確認申請の日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。

ウ 対象経審に係る結果通知書の写し

写しは原寸大とする。

エ 特定建設工事共同企業体協定書（甲型）の写し

オ 特定建設工事共同企業体委任状の写し

カ 低入札価格調査対象工事における連絡先報告票（別記様式４）

キ 業態調書（別記様式５）

次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当する者について、その者を別記様式５に記

載すること。

(ｱ) 親会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第４号の規定による親会社を

いう。以下同じ。）と子会社（会社法第２条第３号の規定による子会社をいう。

以下同じ。）の関係にある者

(ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある者
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(ｳ) 一方の会社の役員（個人事業主及び組合の役員を含む。以下同じ。）が、他

方の会社の役員を現に兼ねている者

(ｴ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法

第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている者

(ｵ)その他(ｱ)から(ｴ)までと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められ

る者

ク 建設業許可証明書の写し

発行後３か月以内のものとする。ただし、許可の有効期限が経過していて、更新

申請中の場合は、建設業許可申請書及びその別表の写しを添付すること。

なお、建設業許可通知書ではないので注意すること。

ケ 府税の納税証明書の写し又は滞納がないことを示す書類

(ｱ) 府税納税義務のある者は、発行後３か月以内の府税納税証明書の写しを提出す

ること。

なお、府税納税証明書の交付は、最寄りの府税事務所、京都府広域振興局税務

室、府税出張所又は京都府庁税務課（府庁１号館５階）で受けることができる。

また、府税納税証明書の請求者が納税者でない者が交付申請する場合は、納税

者の委任状を必ず添付する必要がある。

(ｲ) 京都府内に営業所がない者等、府税納税義務の無い者は、府税納税証明書を受

けることができないため、住所及び氏名を記入し（押印不要）、『京都府税につ

いては、納税義務がありません。』という文言を白紙に記入し、提出すること。

コ 申請者が法人である場合は、商業登記事項証明書の写し

発行後３か月以内のものの写しとする。

サ 営業所一覧表

建設業許可申請書に添付する営業所一覧表（別紙２）を添付すること。

ただし、許可申請時以降に変更があった場合は、記載事項を修正すること。

シ 消費税及び地方消費税の納税証明書の写し又は滞納がないことを示す書類

(ｱ) 消費税及び地方消費税の納税証明書の書式は、書式その３（請求税目単位の証

明）、書式その３の２（申告所得税と消費税及び地方消費税の証明）又は書式そ

の３の３（法人税と消費税及び地方消費税の証明）のいずれかとし、発行後３か

月以内のものの写しとする。

(ｲ) 消費税及び地方消費税の免税事業者である場合は、京都府工事等競争入札心得

の別記様式５－２（免税事業者届出書）に必要事項を記入の上提出すること。

７ 総合評価に関する事項

（１）この工事の総合評価については、標準点（100点）に地域貢献及び技術力の評価

（以下「技術評価」という。）における評価項目ごとの得点の合計点である加算点

（15点）を加えたもの（以下「技術評価点」という。）を、当該入札者の入札金額で

除して得られた評価値（以下「評価値」という。）をもって行うものとする。

（２）入札に参加を希望する者は、本書に示す技術評価を行うために必要な資料(以下

「技術資料」という。）及び技術資料提出書(別記様式６）を提出し、内容の確認を

受けなければならない。

（３）提出資料

提出する技術資料は、次のとおりとし、別表制約条件の範囲内で、実績を踏まえた

具体的な提案内容及び提案を採用した際の効果を示すこととし、発注者が示す仕様若

しくは施工方法より優れていれば加算点を与える。

ア 技術提案書

指定様式によりそれぞれ定められた提案数及びページ数を上限としてＡ４版で簡

潔に記載すること。（文字サイズは10ポイントとすること。）

なお、指定様式の「留意事項」を削除の上、「具体的な提案及び効果」の枠を広
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げても良い。

イ その他

技術資料のヒアリング連絡先報告票（別記様式13）を提出すること。

（４）失格について

技術資料に不備不足がある場合は、失格とし、入札参加を認めない。

不備不足がある場合とは、次のとおりとする。

ア 技術提案書が未提出、白紙の場合

イ 工期内の完成が確認できない場合

ウ 他の工種や構造物に損失を与える計画や提案がある場合

エ 現場条件を無視した計画や提案がある場合

オ 所要の環境基準を達成できない計画や提案がある場合

カ 配置予定技術者のヒアリングにおいて、正当な理由のない欠席、あるいは出席し

た技術者のうち一人でも提出された技術資料を説明できないことが明らかな場合

キ 一括下請など建設業法に違反する提案がある場合

別表 制約条件

項目 制約条件

残土処分 掘削残土は、指定処分先（一般財団法人城陽山砂利採取地整備公

社処分場）へ運搬・処分する。

受入時間及びその他受け入れ条件は、特記仕様書第１３条のとお

り

工事用資材等の 特記仕様書第２９条のとおり

運搬、搬出
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（５）評価項目及び配点

事項 評価項目 評価基準 配点

地域貢 地域雇用 指定資材の府 指定資材を全て府内調達している。 1.0 1.0
献 への貢献 内調達

指定資材を一部府内調達している。 0.5

指定資材を府内調達していない。 0.0

府内企業の施 ｛下請率×府内下請率×1/2＋(１－下請率) 3.0 3.0
工状況 ×共同企業体の中の府内企業出資割合×1｝ ～0.0

（３項目） ×3（小数第1位）

記載が不適切な場合 0.0

一括下請等、建設業法に違反する提案があ 失格
る。

技術力 施工計画 基礎杭の施工 施工条件を踏まえた技術提案になっており、 1項目当 2.0
精度の確保・ 優位な工夫または複数の工夫が見られる。 たり1.0 (1.0×
施工管理方法 2項目）
に関する配慮 施工条件を踏まえた技術提案になっており、 0.5
（２項目） 工夫が見られる。

評価すべき技術提案がない。 0.0
(標準)

他の工種や構造物に損失を与える、現場条件 失格
を無視した技術提案がある。

品質管理 水槽構造物の 施工条件を踏まえた技術提案になっており、 1項目当 3.0
水密性など鉄 優位な工夫または複数の工夫が見られる。 たり1.0 (1.0×
筋コンクリー 3項目)
トの品質管理 施工条件を踏まえた技術提案になっており、 0.5
に関する配慮 工夫が見られる。
（３項目）

評価すべき技術提案がない。 0.0
(標準)

他の工種や構造物に損失を与える、現場条件 失格
を無視した技術提案がある。

安全管理 施工現場及び 施工条件を踏まえた技術提案になっており、 1項目当 2.0
周辺における 優位な工夫または複数の工夫が見られる。 たり1.0 (1.0×
安全管理に関 2項目)
する配慮 施工条件を踏まえた技術提案になっており、 0.5
（２項目） 工夫が見られる。

評価すべき技術提案がない。 0.0
(標準)

他の工種や構造物に損失を与える、現場条件 失格
を無視した技術提案がある。

環境保全 排水の汚濁防 施工条件を踏まえた技術提案になっており、 1項目当 3.0
止、ディープ 優位な工夫または複数の工夫が見られる。 たり1.0 (1.0×
ウェル工によ 3項目)
る周辺井戸へ 施工条件を踏まえた技術提案になっており、 0.5
の影響など環 工夫が見られる。
境保全に関す
る配慮及びグ 評価すべき技術提案がない。 0.0
ランド利用者 (標準)
への配慮
（３項目） 他の工種や構造物に損失を与える、現場条件 失格

を無視した技術提案がある。

配置予定 監理技術者及 施工計画、品質管理、工程管理、安全管理、 1.0 1.0
技術者の び主任技術者 環境保全など当該工事の特性の理解度 ～0.0 (0.2×
能力（ヒ 5項目)
ア リ ン （５項目） 正当な理由のない欠席、あるいは出席した技 失格
グ） 術者のうち一人でも提出された技術資料を説

明できないことが明らかな場合

合 計 点 15.0
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（６）加算点の計算方法

ア 地域雇用への貢献

(ｱ) 指定資材の府内調達（別記様式７）

本工事で使用する資材のうち、本府が指定する次の品目について、技術資料提

出時点に予定している資材調達状況（下請企業による調達を含む。）について記

載すること。

品目 規格等 備考

レディーミクストコンクリート 全規格

◆「指定資材をすべて府内調達している。」 とした場合は １．０点

◆「指定資材を一部府内調達している。」 とした場合は ０．５点

◆「指定資材を府内調達していない。」 とした場合は ０．０点

【留意事項】

ａ 技術資料提出時点に予定している資材調達状況（下請企業による調達を含

む。）について記載すること。

ｂ 調達先については、府内の企業か府外の企業か、該当する方に○印を記載を

すること。

ｃ 同一品目で調達先が府内と府外に分かれる場合は、各品目毎に府内と府外に

分け、備考欄にそれぞれの数量の内訳を記載すること。

ｄ 「府内調達」とは、調達先の会社等が府内企業かどうかではなく、プラント、

生産工場又は生産地の所在地が府内であるか否かで判断する。

ｅ 記載内容に基づき、価格以外の評価項目として加算点評価を行うが、最終的

な調達先の府内と府外の内訳実績が、当初の評価区分より劣る相違の場合は、

当該工事の成績評定点を減点、違約金を徴収する。

ｆ 工事実績として、府内における資材調達を証する伝票等の整理と契約後に別

途指定する様式により実績報告の提出について協力すること。

なお、調達先の証明ができない場合は提案内容の不履行扱いとする。

(ｲ) 府内企業の施工状況（別記様式８）

本工事の実施にあたり、一次下請施工までの府内企業による施工が占める割合

を技術資料提出時点の予定として記載すること。

また、共同企業体の中の府内企業出資割合を特定建設工事共同企業体協定書

（甲型）から記載すること。

記載内容に基づき、次の式で算定し、加算点評価を行う。（小数第２位四捨五

入、小数第１位止め）

◆｛下請率×府内下請率×1/2＋

(1－下請率)×共同企業体の中の府内企業出資割合×1｝×3

とした場合は ３．０～０．０点

◆「記載が不適切な場合」 とした場合は ０．０点

◆「一括下請等、建設業法に違反する提案がある。」

とした場合は 失格

【留意事項】

ａ 記載する事項については、技術資料提出時点の予定を記載するものとする。

なお、概算見積額とは、技術資料提出時点での入札金額とする。

ｂ 割合については、小数第２位四捨五入、小数第１位止めとする。下請施工の

割合（下請率）については、一次下請企業までを対象とすること。

ｃ 下請施工の割合（下請率）については、「労務費」「材料費」「機械経費」

「賃料」等のそれぞれ一部を含むか否かにかかわらず、下請企業との間で契約
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等を締結する見込額の概算見積額に対する割合とする（府内企業と府外企業の

占める割合［内訳］においても同様）。

ｄ 下請施工の割合（下請率）は、府内企業の占める割合（府内下請率）と府外

企業の占める割合に分けること。なお、府内企業とは、主たる営業所（本店）

が京都府内にある企業とし、府外企業はそれ以外のものとする。

ｅ 共同企業体の中の府内企業出資割合は、資格確認資料と整合を図ること。

ｆ 記載内容に基づき、価格以外の評価項目として加算点評価を行うが、自社施

工と下請施工を合わせた「府内企業の施工率」の最終の施工体制に基づく実績

が、入札参加申請時の状況と比較して一定の範囲を超えて低減した場合は、当

該工事の成績評定点を減点、違約金を徴収する。

ｇ 工事実績として、契約後に別途指定する様式により府内企業の下請等に係る

実績報告の提出について協力すること。

イ 技術力

(ｱ) 施工計画（別記様式９）

基礎杭については、水処理施設の基盤となる重要工種で本工事においては杭間

が極めて狭い配列であることから、杭の打設管理、施工管理方法など、施工計画

において十分に配慮する必要があることから、｢基礎杭の施工精度の確保・施工管

理方法に関する配慮｣について技術提案を２項目求める。

１項目当たり １．０点（最高点）～０点（標準点）を与える。

◆「施工条件を踏まえた技術提案になっており、優位な工夫または複数の工夫が見

られる。」 とした場合は １．０点

◆「施工条件を踏まえた技術提案になっており、工夫が見られる。」

とした場合は ０．５点

◆「評価すべき技術提案がない。」 とした場合は ０．０点

◆「他の工種や構造物に損失を与える、現場条件を無視した技術提案がある。」

とした場合は 失格

技術提案２項目総てに｢優位な工夫または複数の工夫が見られる｣場合は満点の

２．０点、その他の場合は０．５点刻みの１．５～０．５点、提案総てに｢評価す

べき提案がない」場合は０点となる。

(ｲ) 品質管理(別記様式10)

水処理施設は、汚水処理の根幹を成す重要な施設として長期にわたり供用する

大規模構造物であることから、密実性、耐久性など、コンクリートの品質管理に

おいて十分に配慮する必要があることから、｢水槽構造物の水密性など鉄筋コンク

リートの品質管理に関する配慮」について技術提案を３項目求める。

１項目当たり １．０点（最高点）～０点（標準点）を与える。

◆「施工条件を踏まえた技術提案になっており、優位な工夫または複数の工夫がみ

られる。」 とした場合は １．０点

◆「施工条件を踏まえた技術提案になっており、工夫が見られる。」

とした場合は ０．５点

◆「評価すべき技術提案がない。」 とした場合は ０．０点

◆「他の工種や構造物に損失を与える、現場条件を無視した技術提案がある。」

とした場合は 失格

技術提案３項目総てに｢優位な工夫または複数の工夫が見られる｣場合は満点の

３．０点、その他の場合は０．５点刻みの２．５～０．５点、提案総てに｢評価す

べき提案がない」場合は０点となる。

(ｳ) 安全管理（別記様式11）

水処理施設躯体の構築においては高所作業を伴うため、労働者の安全管理を図

るとともに、工事用車両が頻繁に往来することから、近接するグランド利用範囲

と工事区域・車両通路の分離など、安全管理に十分に配慮する必要があることか

ら、「施工現場及び周辺における安全管理に関する配慮｣について技術提案を２項

目求める。

１項目当たり １．０点（最高点）～０点（標準点）を与える。
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◆「施工条件を踏まえた技術提案になっており、優位な工夫または複数の工夫が見

られる。」 とした場合は １．０点

◆「施工条件を踏まえた技術提案になっており、工夫が見られる。」

とした場合は ０．５点

◆「評価すべき技術提案がない。」 とした場合は ０．０点

◆「他の工種や構造物に損失を与える、現場条件を無視した技術提案がある。」

とした場合は 失格

技術提案２項目総てに｢優位な工夫または複数の工夫が見られる｣場合は満点の

２．０点、その他の場合は０．５点刻みの１．５～０．５点、提案総てに｢評価す

べき提案がない」場合は０点となる。

(ｴ) 環境保全(別記様式12)

地中作業部の水位低下のために実施する地下水汲み上げ（ディープウェル工）

による周辺の井戸枯れを防止するとともに、工事排水の汚濁防止、グランド利用

者への防塵対策など環境保全に十分に配慮する必要があることから、｢排水の汚濁

防止、ディープウェル工による周辺井戸への影響など環境保全に関する配慮及び

グランド利用者への配慮｣について技術提案を３項目求める。

１項目当たり １．０点（最高点）～０点（標準点）を与える。

◆「施工条件を踏まえた技術提案になっており、優位な工夫または複数の工夫が見

られる。」 とした場合は １．０点

◆「施工条件を踏まえた技術提案になっており、工夫が見られる。」

とした場合は ０．５点

◆「評価すべき技術提案がない。」 とした場合は ０．０点

◆「他の工種や構造物に損失を与える、現場条件を無視した技術提案がある。」

とした場合は 失格

技術提案３項目総てに｢優位な工夫または複数の工夫が見られる｣場合は満点の

３．０点、その他の場合は０．５点刻みの２．５～０．５点、提案総てに｢評価す

べき提案がない」場合は０点となる。

【留意事項】

ａ 提案数は、施工計画２項目以下、品質管理３項目以下、安全管理２項目以下、

環境保全３項目以下とする。

ｂ 各提案の根拠となる説明資料を含めて１項目あたりＡ４版１ページ以内に簡

潔にまとめることとし、文字サイズは１０ポイントとする。

ｃ 指定した提案数を超えた場合は、その超えた提案を、また１ページを超えた

提案があった場合は、２ページ以降を審査の対象としない。

ｄ 曖昧な表現は避けること。

ｅ 提出後の技術資料については、契約担当者が依頼する場合を除き、修正、追

加、再提出は認めない。

ｆ 採用された技術提案の内容が受注者の責めにより満足することができない場

合は、当該工事の成績評定点を減点、違約金を徴収する。

ｇ 技術資料に関するヒアリングにおいて記述内容の確認を行う場合がある。

(ｵ) 配置予定技術者の能力

共同企業体のすべての構成員が配置を予定しているすべての技術者に対して、

施工管理や周辺環境などにおける当該工事の特性の理解度についてヒアリングを

行い予定技術者としての能力を評価する。

１．０点（最高点）～０点（標準点）を与える。

◆「施工計画、品質管理、工程管理、安全管理、環境保全など当該工事の特性の理

解度」 の評価点 １．０～０．０点

◆「正当な理由のない欠席、あるいは出席した技術者のうち１人でも提出された技

術資料を説明できないことが明らかな場合」 とした場合は 失格

（７）評価内容の担保

採用された技術提案（府との協議により、採用された技術提案と同等以上と認めら

れる新たな提案がなされ、これに基づく施工を府が認めた場合を含む。）の内容が、
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受注者の責めにより、満足することができない場合は次のとおり取り扱う。

ア 工事成績評定点の減点

技術提案の内容が、受注者の責めにより満足できない場合は、技術提案の達成度合

いに応じた加算点の再計算を行い、提案項目の不履行として、次式により落札時の加

算点との差に応じて、本工事に係る工事成績評定点の減点を行うものとする。

減点値＝８点※）×（α－β）／α （小数点以下第１位四捨五入整数止）

α：当初の加算点

β：達成度合いに応じて再計算した加算点

ただし、その評価が ０＜α－β≦0.3 の場合は減点を行わない。

※）８点：請負工事成績評定実施要領の考査項目「法令遵守等」の文書

注意相当

イ 違約金

契約担当者は、「指定資材の府内調達」「府内企業の施工状況」「施工計画」「品

質管理」「安全管理」「環境保全」に記載した技術提案の内容が、受注者の責めによ

り履行できない場合に、再度の施工が困難であるとき又は合理的でないときは違約金

を徴収するものとする。

違約金の徴収については、契約金額の減額により行うことを基本とする。

また、違約金は、技術提案の達成度合いに応じた加算点の再計算を行い、提案項目

の不履行として、落札時の評価値との差に応じて算出された金額とする。

Ｃ’＝｛１－（100＋β）／（100＋α）｝×Ｃ（小数点以下切り捨て整数止）

Ｃ ：当初の契約金額（円）

Ｃ’：達成度合いに応じた違約金（円）

α ：当初の加算点（点）

β ：達成度合いに応じて再計算した加算点（点）

ただし、その評価が ０＜α－β≦0.3 の場合は違約金を徴収しない。

８ 契約後ＶＥによる技術提案

契約締結後、請負者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させるこ

となく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、本府

に提案することができる。この場合において、提案が適正と認められたときは、設計図

書を変更し、必要があるときは、請負代金額の変更を行うものとする。

なお、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の５に相当する金

額（以下「ＶＥ管理費」という。）を計上する。

９ 設計図書の配付期間等

（１）入札説明書の配布等

ア 配布期間

平成30年12月11日（火）午前９時から平成30年12月25日（火）午後４時まで

イ 入手方法

(ｱ) 原則として、アの期間に、京都府入札情報公開システム（以下「入札情報公開

システム」という。）の入札公告・入札情報からダウンロードすること。

(ｲ) やむを得ず窓口配布を希望する場合は、アの期間（日曜日、土曜日、祝日及び

休日を除く。）の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時（アの期間の

最終日にあっては、午後４時）までに、３の（２）の担当部局へ問い合わせの上、

入手すること。

なお、窓口配布の場合は、この工事の入札参加要件を満たす者に限って有償で

配布する。

（２）設計図書の閲覧等

ア 閲覧期間

平成30年12月11日（火）午前９時から平成31年１月28日（月）午後２時まで

イ 閲覧方法等
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(ｱ) 閲覧設計図書（図面抜粋）については、入札情報公開システムの入札公告・入

札情報からダウンロードすることができる。

(ｲ) 閲覧設計図書の全部については、アの期間（日曜日、土曜日、祝日、休日、平

成30年12月31日、平成31年１月２日及び平成31年１月３日を除く。）の午前９時

から正午まで及び午後１時から午後５時（アの期間の最終日にあっては、午後２

時）までに、３の（２）の担当部局で閲覧することができる。

なお、閲覧設計図書の全部の入手を希望する場合は、３の（２）の担当部局に

事前に問い合わせること。

(ｳ) 入札に必要と考えられる資料は、発注者が定めた範囲で提供し、それ以外の情

報提供は行わない。入手を希望する場合は、３の（２）の担当部局に事前に問い

合わせること。

10 確認申請書、資格確認資料、技術資料及び設計図書に関する質問回答

（１）質問については、別記様式に記入し、確認申請書、資格確認資料及び技術資料に関

する質問にあっては平成30年12月17日（月）までに、設計図書に関する質問にあって

は平成31年１月22日（火）までに、ファクシミリで３の（２）の担当部局へ提出する

こと。（郵送、電子メール又は持参によるものは受け付けない。）

（２）回答については、確認申請書、資格確認資料及び技術資料に関する質問にあっては

平成30年12月18日（火）までに、設計図書に関する質問にあっては平成31年１月23

日（水）までに入札情報公開システムに掲載する。

11 予定価格に関する質問回答

（１）質問については、予定価格の事後公表の試行に係る質疑取扱要領（以下、「予定価

格質疑取扱要領」という。）第４条に規定する照会書（様式第１号）に記入し、16の

（１）のエの(ｱ)に示す期限までに、ファクシミリで該当の契約条項を示す場所へ提

出し、ファクシミリ送信の旨を電話連絡すること。（郵送、電子メール又は持参によ

るものは受け付けない。）

（２）回答については、予定価格質疑取扱要領第５条第１項に規定する回答書（様式第２

号）により、質問をすることができる期間の終了日から起算して３日（閉庁日を除

く。）以内に、照会書を提出した者に対してファクシミリで送信し、その旨を電話連

絡することにより回答する。

なお、やむを得ない事由により、予定価格に関する質問事項について、期日までに

回答することが困難である場合は、開札以降の日程を変更することがある。

（３）回答をすべき質問として取り扱わないこととした質問を行った者に対しては、予定

価格質疑取扱要領第５条第２項に規定する質疑要件非該当通知書（様式第３号）によ

り、質問をすることができる期間の終了日から起算して３日（閉庁日を除く。）以内

に、ファクシミリで通知する。

12 入札参加資格及び総合評価に係る技術提案の確認

（１）提出期間

平成30年12月21日（金）午前９時から午後６時まで及び平成30年12月25日（月）午前９

時から午後４時まで

（２）入札参加資格の確認

資格確認資料を（１）の期間内に提出すること。

なお、この工事は、原則として電子入札システムによって、入札参加の資格確認申

請及び入札を行う対象工事である。電子入札システムによりがたい者は、発注者の承

諾を得て例外的に、紙入札方式によることができる。

また、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じ

なければならない。

ア 電子入札システムにより入札に参加する者（以下「電子入札者」という。）は、

（１）の期間内に電子入札システムにより確認申請書及び資格確認資料を提出す

ること。
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なお、資格確認資料の容量が総量で２メガバイトを超える場合又は資格確認資

料に正本が必要な場合は、資格確認資料の全部を、３の（２）の担当部局に持参

（(１)の期間（正午から午後１時まで及び午後５時から６時までを除く。）内に

限る。）又は郵送（（１）の期間内に必着させるとともに、郵便書留等の配達記

録が残る方法を利用するものに限る。）により提出するとともに、電子入札シス

テムにより確認申請書に資格確認資料を別送する旨の表示、別送する書類の目録、

別送する書類のページ数及び発送年月日（郵送の場合に限る。）を記載したファ

イルを添付すること。

イ やむを得ず、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加する者（以下「紙

入札者」という。）は、確認申請書及び資格確認資料をＡ４版で各１部を、３の

（２）の担当部局に持参（（１）の期間（正午から午後１時まで及び午後５時から

午後６時までを除く。）内に限る。）又は郵送（（１）の期間内に必着させるとと

もに、郵便書留等の配達記録が残る方法を利用するものに限る。）により提出する

こと。

（３）総合評価に関する技術提案の確認

入札に参加を希望する者は、技術資料を（１）の期間内に次のとおり提出すること。

なお、期限までに技術資料を提出しない者及び技術資料が適正でない者は、この入

札に参加することができない。

ア 提出場所

３の（２）の担当部局

イ 提出部数

書面及び予めウイルスチェックを施したCD-Rによる電子データ各１部

ウ 提出方法

持参（（１）の期間（正午から午後１時まで及び午後５時から午後６時までを除

く。）内に限る。））又は郵送（（１）の期間内に必着させるとともに、郵便書留

等の配達記録が残る方法を利用するものに限る。）すること。

なお、技術提案の追加、訂正、再提出は認めない。

エ その他

CD-Rのフォーマットは、ISO9660フォーマット（レベル1）とし、次の情報を記載

する。

情報の記載は、直接印刷、もしくは油性フェルトペンでの記載のみとし、ラベル

印刷したもの（シール）の貼り付けは認めない。

・工事番号

・工事名称

・共同企業体名称

・ウィルスチェックに関する情報

・フォーマット形式

（４）その他

ア 確認申請書、資格確認資料及び技術資料の作成等に要する費用は、申請者の負担

とし、提出された書類等は返却しない。

イ 提出書類はＡ４版で作成し、１部提出すること。

ウ 提出された書類は、この入札以外の目的に使用することはない。

エ 虚偽の記載をした者は、当該工事の入札への参加を認めないとともに、府の指名

停止を行うことがある。

13 総合評価に関するヒアリングの実施

総合評価に関して配置予定技術者のヒアリングを実施する。

（１）日時及び場所

平成31年１月11日（金）にヒアリングの開催を予定しており、３の（２）の担当部

局から日時及び場所については、各入札参加者ごとに別途通知する。

（２）出席者

共同企業体の全ての構成員が配置を予定している全ての技術者
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（３）出席に係る費用

入札参加者の負担とする。

14 入札参加資格確認通知及び総合評価に関する技術提案の採否通知

（１）入札参加資格確認通知

入札参加資格を有することを確認した者には、一般競争入札参加資格確認通知を行

う。

なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認により、建設業者として

の資格についての確認を行い、資格の有無を審査するものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は落札決定後に行う。

（２）総合評価に関する技術提案の採否通知

技術資料の内容を確認した者には、技術提案の採否の審査結果通知を行う。

なお、技術提案の採否等に関して必要な場合は、条件を付けることがある。

15 入札参加資格がないと認められた者及び総合評価に関する技術提案の採否通知を受け

た者に対する理由の説明

（１）入札参加資格がないと認められた者及び総合評価に係る技術提案の採否通知を受け

た者は、本府に対して、その理由について、次に従い、書面により説明を求めるこ

とができる。

ア 提出期間

平成31年１月22日（火）午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

イ 提出場所

３の（２）の担当部局に同じ

ウ 提出方法

任意の様式による書面を提出場所に持参すること。

（２）説明を求められた場合は、平成31年１月23日（水）までに、説明を求めた者に対し

て書面により回答する。

16 入札手続等

（１）入札期間及び開札の日時等

ア 入札期間

平成31年１月25日（金）午前９時から午後６時まで及び平成31年１月28日（月）

午前９時から午後２時まで

イ 郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等

(ｱ) 受領期限

平成31年１月28日（月）午後２時

(ｲ) 提 出 先

〒617-0836 長岡京市勝竜寺樋ノ口１

京都府流域下水道事務所

ウ 予定価格の通知・公表

(ｱ) 入札者への通知

平成31年１月28日（月）

(ｲ) 予定価格の公表

平成31年１月29日（火）

エ 予定価格に関する質問の受付・回答

(ｱ) 受付

予定価格の通知をしたときから平成31年１月30日（水）正午まで

(ｲ) 回答

平成31年２月１日（金)まで

オ 予定価格に関する質問がないとき

(ｱ) 開札日時

平成31年１月31日（木）午前10時
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(ｲ) 再度入札を行う場合の入札期間

平成31年２月１日（金）午前９時から午後２時まで

(ｳ) 再度入札の開札日時

平成31年２月１日（金）午後３時

カ 予定価格に関する質問があるとき

(ｱ) 開札日時

平成31年２月４日（月）午前10時

(ｲ) 再度入札を行う場合の入札期間

平成31年２月５日（火）午前９時から午後２時まで

(ｳ) 再度入札の開札日時

平成31年２月５日（火）午後３時

（２）入札の方法

ア 電子入札者は、（１）のアの期間内に電子入札システムにより入札書及び工事費

内訳書を提出すること。

なお、工事費内訳書の容量が総量で２メガバイトを超える場合は、（１）のイの

(ｲ)の提出先に持参（（１）のアの期間（正午から午後１時まで及び午後５時から

午後６時までを除く。）内に限る。）又は郵送（（１）のイの(ｱ)の受領期限まで

に必着させるとともに、郵便書留等の配達記録が残る方法を利用するものに限

る。）により提出するとともに、入札書に工事費内訳書を別送する旨の表示、別送

する書類の目録、別送する書類のページ数及び発送年月日（郵送の場合に限る。）

を記載したファイルを添付すること。

イ 紙入札者は、入札書及び工事費内訳書を（１）のイの(ｲ)の提出先に持参

（（１）のアの期間（正午から午後１時まで及び午後５時から午後６時までを除

く。）内に限る。）又は郵送（（１）のイの(ｱ)の受領期限までに必着させるとと

もに、郵便書留等の配達記録が残る方法を利用するものに限る。）により提出する

こと。ただし（10）に規定する再度入札を行う場合は、工事費内訳書の持参又は郵

送を要しない。

(ｱ) 郵便の種類は、書留郵便とする。

(ｲ) 入札書は、二重封筒とし、表封筒に開札日、工事名、入札書及び再度入札書が

在中している旨を朱書きし、京都府流域下水道事務所あての親展とする。

(ｳ) 表封筒の中には、「入札書」と朱書きした中封筒、「工事費内訳書」と朱書き

した中封筒を入れる。

(ｴ) 「入札書」と朱書きした中封筒には、入札書及び資格確認通知書の写しを入れ、

封印等の処理をする。

(ｵ)「工事費内訳書」と朱書きした中封筒には、工事費内訳書を入れ、入札書と同

様に封印等の処理をする。

(ｶ) 入札書を代理人名で提出するときは、表封筒に委任状を同封すること。

(ｷ) (10)に記載した再度入札を行う場合には、再度入札に対する入札書を入れた封

筒（封印し、封筒に「再度入札書在中」と記載したもの）を第１回の入札書を入

れた封筒に同封して郵送している者のみが、再度入札に参加できるものとする。

(ｸ) 提出された入札書の書き換え、引き換え及び撤回はできない。

（３）入札書に記載する金額

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の

100に相当する金額を入札書に記載すること。

なお、入札書に記入する金額は千円止めとし、その表示方法は「××，０００

円」とする。誤って円まで記入した入札書は有効とするが、千円未満は切り捨てる

ものとする。

（４）工事費内訳書

ア 入札書の提出に併せ、工事費内訳書を提出すること。
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イ 入札書に記載する金額は、工事費内訳書の工事価格（消費税相当額を除く合計金

額）に一致させること。

ウ 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は設計図書に参考資料として添付

されている金抜設計書の項目に一致させること。

なお、消費税相当額を除く合計金額（工事価格）は、入札書に記載する金額に一

致させること。

また、工事費内訳書の表紙には、工事名、工事番号及び商号（名称）のみを記載

すること。

エ 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権

利義務を生じるものではない。

オ（10）に規定する再度入札を行う場合は、工事費内訳書の提出を要しない。

（５）入札の無効

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

ア ５に掲げる資格のない者の行った入札

イ 確認申請書又は資格確認資料を提出しなかった者の行った入札

ウ 確認申請書又は資格確認資料に虚偽の記載をした者の行った入札

エ 同じ入札に２以上の入札（他人の代理人としての入札及び他人のＩＣカードを使

用しての入札を含む。）をした者の行った入札

オ 他人のＩＣカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した者の行

った入札

カ 代表者が変更になっているにもかかわらず、変更前の代表者のＩＣカードを使用

して入札に参加した者の行った入札

キ その他不正の目的を持ってＩＣカードを使用した者の行った入札

ク 入札に関し、不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者又はその疑

いのある者の行った入札

ケ 入札参加資格確認後、指名停止を受けて開札時点において指名停止期間中である

者、指名停止期間中である構成員を含む共同企業体等、開札時点において入札に参

加する者に必要な資格のない者の行った入札

コ 金額を訂正した又は金額を特定することができない入札書で入札した者の行った

入札

サ 氏名、印鑑（電子署名を含む。）若しくは重要な文字が誤脱又は不明瞭のため、

入札参加者又は対象案件が特定することができない入札書（封筒を含む。）で入札

した者の行った入札

シ 開札の日時において有効な工事費内訳書を提出していない者の行った入札（再度

入札の場合を除く。）

ス 他人の氏名又は他の商号が記載された内訳書を提示し、又は提出した者の行った

入札

セ 入札金額と異なる内訳書の合計金額（消費税及び地方消費税相当額を含まない

額）を提示、又は提出した者の行った入札

ソ 低入札価格調査に協力しない者の行った入札

タ 開札日において有効な対象経審の結果通知のない者の行った入札

チ 技術者の専任を入札に参加する者に必要な資格としている工事において、入札を

辞退すべき入札に入札書を提出した者の行った入札

（６）入札の辞退

入札に参加することができない事情がある場合には、入札書の提出期限まで（ただ

し、入札書を提出する場合は、紙入札者にあっては入札書を持参する場合は持参する

まで、郵送する場合は入札書が（１）のイの(ｲ)の提出先に到達するまで、電子入札

者にあっては入札書を提出するまで）は、入札を辞退することができる。この場合、

紙入札者にあっては、入札辞退届を提出しなければならない。

なお、発注者が必要があると認めて指示をした場合は、電子入札者及び紙入札者は

具体的理由を記載した入札辞退届を提出しなければならない。

このとき、正当な理由なく入札を辞退した場合は、京都府の指名停止を行うことが
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ある。

（７）契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

（８）契約書作成の要否

要する。

（９）予定価格の公表

入札締切日の翌日に、入札情報公開システムにより予定価格を公表する。また、入

札者には、入札締切日に入札締切通知書により予定価格を通知する。

（10）再度入札に関する事項

ア 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度入札を行

う。ただし、エにより、再度入札に参加できる者がないときは、再度入札を行わな

い。

イ 再度入札を行う場合は、電子入札システムにより入札参加者（エのいずれかに該

当する者は除く。）に次の事項を通知する（紙入札者については、ファクシミリに

より通知する。）。

(ｱ) 再度入札を行う旨

(ｲ) 再度入札の入札書の提出期間

(ｳ) 再度入札の開札日時

ウ 再度入札は１回限りとする。

エ 次のいずれかに該当する者は、再度入札に参加することができない。

(ｱ) 当初入札において不着又は辞退となった者

(ｲ) 当初入札において無効又は失格の入札をした者

オ イの通知を確認しなかったことにより入札参加者が被った損失については、本府

は一切の責めを負わない。

17 入札保証金

免除する。

18 違約金

落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の５相当額の違約金を徴収する。

京都府暴力団排除条例（平成22年京都府条例第23号）第13条第５項の規定による誓約

書を発注者が指定する日までに提出しないため契約しない場合、調査基準価格未満で契

約する工事にあって補助技術者を配置しない場合、配置予定技術者調書に記載された技

術者を配置しない場合又は技術者が資格要件若しくは専任要件を満たさないことが判明

した場合も同様とする。

19 開札

開札は16の（１）のオ及びカの日時にイの(ｲ)の場所において、入札事務に関係のな

い職員を立ち会わせて行う。

20 落札者の決定方法

（１）京都府会計規則（昭和52年京都府規則第６号。以下「規則」という。）第145条の

予定価格の制限の範囲内で評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、この入札は

低入札価格調査制度を適用するため、調査基準価格未満の入札がある場合は、低入札

価格調査の結果、以下のア及びイを満足する者のうち、評価値が最も高い者を落札者

とする。

ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内の価格であること。

イ 契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められないこと。

（２）評価値が最も高いものが２人以上あるときは、電子入札システムにおけるくじ機能

を用いたくじにより落札者を決定するものとする。

（３）低入札価格調査に伴い開札後落札決定を保留する場合において、保留期間中に京都
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府の指名停止を受けた構成員を含む共同企業体のした入札は無効とする。

21 低入札価格調査

（１）「低入札価格調査制度に係る取扱要領」（以下「低入要領」という。）に基づき、

調査基準価格を下回る価格の応札があった場合、落札者の決定を保留し、その価格に

よっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか調査するの

で、調査対象となった旨の連絡を３の（２）の担当部局から受けた者は、調査に協力

すること。

また、調査基準価格未満の入札を行った者の内、極端な低価格での入札を行った者

に対して、低入要領に基づき特に重点的な調査を実施するものとする。

（２）調査基準価格を下回る価格で入札を行った者は、「建設交通部低入札価格調査マニ

ュアル」(以下「低入マニュアル」という。)に規定する書類を、開札日の翌日から起

算して５日後（日曜日、土曜日及び祝日を除く。）の午後５時までに３の（２）の担

当部局に提出すること。

（３）必要書類を提出済みの入札者の内、最も評価値が高い入札者について、低入マニュ

アルに基づくヒアリング等の詳細調査を行う。

なお、事情聴取において契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認

められるか否かを判断するために追加資料が必要と判断した場合、別途追加資料を求

め、再度事情聴取を行うことがある。

（４）調査の結果、適正な履行がなされないおそれがあると判断されれば、この入札者の

入札を失格とした上で、保留を継続し、必要書類を提出済みの入札者の中から次順位

者について、（３）と同様の手続きを繰り返す。ただし、次順位者が調査基準価格未

満でない場合は、調査を行わず、その者を落札者とする。

（５）適正な履行がなされないおそれがないと判断されれば、落札決定を行う。なお、保

留中の無効、失格にかかわらず、落札決定まですべての入札者の配置予定技術者は他

の専任を要する工事の配置予定技術者にはなれない。

（６）資料及び追加資料の提出時に各様式又は各様式の添付資料が不足又は不備である場

合、提出を受け付けない。

なお、以下の場合は、「期限までに求められた資料が提出できない」旨の申出書を

提出すること。

ア 指定した期限までに不備及び不足のない資料を提出できない場合

イ 指定した期限までに不備及び不足のない追加資料を提出できない場合

ウ 資料を提出した後、資料に不備又は不足があるため資料を返却された場合

（７）調査に必要な資料を提出しない等調査に協力しない者とみなした場合、京都府の指

名停止を行うことがある。

（８）低価格契約のしわ寄せが下請企業に及んでいないことを確認するため、検査やその

他のときに、支払等を確認する資料の提出又は提示を求めるので協力すること。この

中で建設業法に抵触する行為が確認された場合は、法に基づく処分又は京都府の指名

停止を行うことがある。

22 契約保証金

落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を、契約締結と同時に納入し

なければならない。この場合において、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関

又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）

第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代

えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締

結を行った場合は、契約保証金を免除する。

23 契約手続

（１）落札者の決定後、７日以内に、京都府入札情報公開システムの入札公告・入札情報

に添付されている工事請負契約書に基づく仮契約書を作成すること。
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なお、低入札価格調査制度を適用する工事であって、調査基準価格未満で落札した

者との契約については、契約書第34条第１項中「10分の４」を「10分の２」とし、同

条第５項及び第６項もこれに準じて割合を変更する。

（２）この公告に係る契約の締結については、仮契約締結後、京都府議会の議決を要する

ものである。

（３）落札決定後、仮契約を締結するまでに落札者（共同企業体が落札者である場合は、

当該共同企業体及び各構成員）が指名停止等に該当する行為を行ったときは、当該落

札者決定を取り消すことがある。

（４）仮契約の当事者が仮契約締結後、京都府議会の議決を得る日までに指名停止等に該

当する行為を行ったときは、当該仮契約を解除することがある。

24 支払条件

（１）前払金

ア 各年度の出来高予定額の10分の４以内の金額を前払いする。ただし、調査基準価

格未満で契約する工事（以下「低入札工事」という。）においては、各年度の出来

高予定額の10分の２以内の金額を前払いする。

イ 各会計年度前金払を行う。

（２）中間前払金

「京都府公共工事中間前金払制度事務取扱要領」に従い、各年度の出来高予定額の

の10分の２以内の金額を中間前払金として支払う。

（３）部分払

各年度の出来高予定額が100万円以上1,000万円未満の場合は１回、1,000万円以上

3,000万円未満の場合は２回、3,000万円以上の場合は３回を限度として部分払いする。

（４）中間前金払と部分払の選択

「京都府公共工事中間前金払制度事務取扱要領」に定めるところによる。

25 随意契約により締結する予定の有無

無

26 その他

（１）入札参加者は、本入札説明書、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、入札心得を

遵守すること。

（２）電子入札者にあっては、府のホームページに掲載されている「京都府公共工事電子

入札運用基準」を遵守すること。

（３）この公告に係る調達に関し、政府調達に関する苦情の処理手続要綱（平成８年京都

府告示第485号）に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締結しないこと又は契

約の執行を停止し、若しくは契約を解除することがある。

（４）確認申請書又は資格確認資料に虚偽の記載をした場合は、京都府の指名停止を行う

ことがある。

（５）無効の入札を行った者を落札者とした場合には、落札決定を取り消すことがある。

（６）再度入札において、入札締切通知書により通知する予定価格以下で入札することが

できない場合は、入札を辞退すること。ただし、郵送により再度入札書を提出した者

を除く。（当初入札における提案内容を実施することができない場合についても、入

札を辞退すること。）

なお、再度入札に参加した者が、予定価格を上回る価格で入札した場合、失格とす

る。

（７）落札者は、６の（２）のイの配置予定技術者調書に記載した配置予定技術者を当該

工事に配置すること。

また、技術者の配置については、京都府ホームページに掲載されている「建設工事

と技術者の配置について」を遵守すること。

なお、契約日から工事開始日までの期間は、主任技術者又は監理技術者及び現場代

理人を配置することを要しない。
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（８）工事請負契約書第１０条第１項第１号に規定する現場代理人については、請負者と

の直接的かつ恒常的な雇用関係のある者から選任し、また、工事現場に常駐しなけれ

ばらならないことから他の工事との兼務はできない。ただし、契約書第10条第３項に

定める規定及び「建設工事と技術者の配置について」による場合は、この限りでない。

なお、これに違反した場合は、契約の解除および指名停止を行うことがある。

（９）低入札価格調査を経て調査基準価格未満で契約する工事においては、以下の措置を

行う。

ア 工事現場の安全管理や下請業者の技術指導充実のため、監理技術者又は主任技術

者に加え、補助技術者として同等の資格を有する者を各構成員から１名ずつ専任配

置すること。

なお、補助技術者は、５の(3)のウに示す技術者としての経験を求めない。

また、補助技術者は、現場代理人と兼任することはできない。

イ 各年度の出来高予定額の10分の４以内としている前払金割合を、各年度の出来高

予定額の10分の２以内とすること。

（10）特定建設工事共同企業体の名称は、「○○・△△・□□特定建設工事共同企業体」

とすること。

（11）落札者は、仮契約締結までに特定建設工事共同企業体委任状の正本を提出すること。

（12）事業協同組合は、本一般競争入札の特定建設工事共同企業体の構成員として入札参

加確認申請をすることはできないが、それぞれの構成員及び組合員については、単体

として要件を満たす場合には、構成員として申請することができる。

（13）本入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。

（14）発注担当職員に対する非公開情報の不正な聞き出し等については、公表し当事者に

指名停止を行う。

（15）落札者は、「京都府が発注する建設工事に係る元請下請関係適正化及び労働環境の
確保に関する指針」（以下「元下指針」という。）を遵守すること。

なお、正当な理由なく発注者の指示に従わない場合は、契約の解除、指名停止等の
措置を行う。

（16）落札者は、原則府内企業を下請負先として選定すること。なお、府内企業の下請け
比率に応じた工事成績評定を実施する。

また、府外企業へ下請負を行う場合は、元下指針に基づく「下請工事契約時チェッ
クリスト」にその理由を記入すること。

（17）下請負は、原則建築一式工事では３次以内、建築一式工事を除く建設工事では２次
以内とするものとする。なお、下請次数がこれを超える場合は、重層下請理由書及び
定められた次数を超える重層下請に係る全ての賃金台帳等の写しを提出すること。

（18）落札者は契約までに、京都府議会の議決を得た日の翌日から工事開始期限日（平成

31年５月９日）までの期間内で工事開始日を選択し、工事開始日通知書により通知す

ること。

（19）入札に参加する共同企業体で、６の（２）のキの(ｱ)から(オ)までのいずれかに該
当する者（以下「親子会社等」という。）がそれぞれ別の共同企業体他を結成してい
る場合、それらの共同企業体は、同時にこの入札に参加することができない。ただし、
親子会社等の全てが、それぞれ共同企業体の代表者以外のその他の構成員である場合
又は親子会社等同士が同一の共同企業体を結成している場合は、この限りではない。

（20）この入札において、（19）に該当するこの入札に参加することのできない親子会社

等の関係を有する二者以上の者が確認された場合、該当する全ての者の入札を無効と

する。ただし、そのうちの一者が入札するまでに、そのものを除く全ての者が入札を

辞退した場合は、この限りではない。

（21）京都府暴力団排除条例第13条第5項の規定により「誓約書」を提出すること。

なお、誓約書を提出しない場合、低入札工事にあって補助技術者を配置しない場合、

配置予定技術者調書に記載された技術者を配置しない場合又は技術者が資格要件若し

くは専任要件を満たさないことが判明した場合は、契約しない。

（22）本入札では、積算内容等を変更する必要が生じた場合、入札期間中に積算内容等を

変更し、入札を継続する場合がある。



- 20 -

（23）開札の前後にかかわらず、入札参加者が一者のみの場合（入札期間における入札辞

退等により、一者となった場合を含む。）は、入札を中止することがある。

（24）入札期間中に行うべき質疑及び照会以外の質疑等は一切受け付けない。


